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ペストコントロール技術者認証規程細則 

 

平成 ９年 ９月２６日制  定 

平成１４年 １月１７日一部改正 

平成１９年 ５月２３日一部改正 

平成２１年 ５月２６日一部改正 

平成２５年 ４月 １日一部改正 

令和 ２年 １月１６日一部改正 

令和 ６年 ４月 １日一部改正 

 

 

（目 的） 

第１条  この細則は、公益社団法人日本ペストコントロール協会(以下「当協会」と

いう。)のペストコントロール技術者（以下「技術者」という。）認証規程（以下

「規程」という。）に基づく、当協会が行う技術者の認証および養成に関する業務

の運営、ならびに資格認証委員会（以下｢委員会｣という。)が定める事項について

規定するものである。 

 

（技術者養成講習） 

第２条 技術者養成講習は、一般財団法人日本環境衛生センターおよび当協会が共催す

るペストコントロール技術者養成講座（以下「養成講座」という。）において実施

するものとする。 

 

（認証更新時講習） 

第３条 規程第１８条に定める認証更新時講習の研修内容は、次に掲げる事項を含むも 

のとする。 

（１）衛生行政・関連法令等に関する事項 

（２）防除対象生物の分類・生理・生態等に関する事項 

（３）防除対象生物による媒介疾病その他の被害等に関する事項 

（４）防除薬剤と安全施工に関する事項 

（５）防除施工技術・施工事例研究等に関する事項 

（６）防除業務に係わる環境問題に関する事項 

（７）防除業務に係わる経営、管理、教育等に関する事項 

２ 認証更新時講習における受講時間は、前項（１）～（７）に基づいた５時間以上と 

する。 

 



（ペストコントロールに関する科目の指定） 

第４条 規程第８条第４項第１号および第２号に定める、大学その他の学校において修

めたペストコントロールに関する科目とは、次に掲げる専門科目またはそれらの分野

を含む科目をいう。 

（１）有害生物学、有害昆虫学、有害動物学 

（２）応用生理学、応用昆虫学、応用動物学 

（３）衛生昆虫学、衛生動物学、医動物学 

（４）農業昆虫学、農業薬剤学 

（５）その他これらに準ずる学問領域で、委員会が認める専門科目またはそれらの分

野を含む科目 

 

（履修指定単元・科目） 

第５条 規程第９条各項に定める各級技術者ごとの認証に要する養成講座の履修指定 

単元・科目（以下「指定科目」という。）は、別表による。 

 

（指定科目の代替認定） 

第６条 規程第９条第２項に定める、指定科目の代替を認める養成講座以外の講習とは、 

次に掲げる講習をいう。 

（１）建築物における衛生的環境の確保に関する法律（以下｢建築物衛生法｣という。） 

に基づき厚生労働省登録機関が実施する建築物ねずみ昆虫等防除作業（以下｢防除

作業｣という。）監督者講習 

（２）建築物衛生法に基づき厚生労働省登録機関が実施する防除作業従事者研修ただ

し、害虫防除業中央協議会の防除作業従事者研修用テキストを使用して行う研修  

（３）一般財団法人日本環境衛生センターが行う、ペストロジー実習講座 

（４）日本家屋害虫学会が行っていた、家屋害虫実験講座 

（５）その他、委員会が認めた講習 

２ 前項各号に定めた講習により代替を認める該当指定科目は、別表によるものとする。 

３ 第１項第２号に定める防除作業従事者研修については、認証申請時直前までの６年

間内における３回 (３年)以上の受講を、研修実施都道府県ペストコントロール協会

長(申請者所在都道府県において当該ペストコントロール協会等が研修を実施してい

ない場合は、研修実施企業の代表者)の証明により代替として認めるものとする。 

 

（手数料） 

第７条 規程に定める認証等の様々な手数料は、次のとおりとする。 

（１）認証申請手数料       １２，０００円（税抜き） 

   （新規・更新期間失効）       

（２）名誉技術者申請手数料      １２，０００円（税抜き） 



（３）認証更新申請手数料      ７，０００円（税抜き） 

（４）認証カード再交付申請手数料   ４，０００円（税抜き） 

（５）更新時講習受講料      １５，０００円（税抜き） 

 

附    則 

 

（施行期日） 

この規程は、平成１９年５月２３日より施行する。 

この規程の一部改正は、平成２１年５月２６日より施行する。 

この規程の一部改正は、平成２５年４月１日より施行する。 

この規程の一部改正は、令和２年１月１６日より施行する。 

この規程の一部改正は、令和６年４月１日より施行する。 

 

（経過措置） 

 第５条に定める指定科目および第６条に定める指定科目の代替認定は、原則として

平成１０年度の養成講座受講申込み時より適用する。 

   ただし、第６条第１項１号および第２号に該当することによる３級技術者の代替認

定に基づく認証については、平成１０年４月１日より適用するものとする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

（別表）各級技術者ごとに認証に要する養成講習の指定科目、 

およびその代替を認定する科目 

 

単元 科目 
技術者の種類 

１級 ２級 ３級 

１．ＰＣ概論 
(1)ＰＣ概論、サービスマン心得 ○ ◎ ○ ◎ ○◎★ 

(2)生物学、化学、英語、統計学 ○   

２．基礎有害生物学 
(1)衛生害虫、ダニ、ネズミ ○ ◎ ○ ◎ ○◎★ 

(2)その他の有害鳥獣、木材・樹木害虫 ○ ○  

３．薬剤学 
(1)殺虫剤、忌避剤、殺そ剤 ○ ◎ ○ ◎ ○◎★ 

(2)毒性、安全性 ○ ◎ ○ ◎ ○◎★ 

４．ＰＣＯ実務 
(1)作業管理、安全管理 ○ ◎ ○ ◎ ○◎★ 

(2)情報管理 ○   

５．応用有害生物学Ⅰ 
(1)被害論、有害生物防除論 ○ ◎ ○ ◎ ○◎★ 

(2)工場・事業所の施工管理 ○ ○  

６．応用有害生物学Ⅱ 
(1)衛生害虫の防除、ダニの防除 ○ ◎ ○ ◎ ○◎★ 

(2)その他の有害生物の防除 ○ ○  

７．管理者実務 
(1)ＰＣ経営概論 ○   

(2)環境学概論 ○   

８．同定等実技・実習  ○ ●   

９．総合レポート  ○   

 

○：一般財団法人日本環境衛生センターと当協会が共催する養成講座による各級技術者

認証に要する指定科目 

◎：建築物衛生法に基づく防除作業監督者講習修了による代替認証の指定科目 

●：一般財団法人日本環境衛生センターが行う、ペストロジー実習講座および日本家屋

害虫学会が行っていた、家屋害虫実験講座修了による代替認定の指定科目 

★：建築物衛生法に基づく防除作業従事者研修受講による代替認定の指定科目 


